
参 考 ４ 

参照条文 

 

○ 中小企業退職金共済法（昭和三十四年法律第百六十号）（抄） 

（定義） 

第二条 （略） 

２～４ （略） 

５ この法律で「特定業種退職金共済契約」とは、特定業種に属する事業の事業

主が機構に掛金を納付することを約し、機構が、期間を定めて雇用される者と

してその事業主に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事すること

を常態とする者の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を支

給することを約する契約をいう。 

６ この法律で「共済契約者」とは、退職金共済契約又は特定業種退職金共済契

約の当事者である事業主をいう。 

７ （略） 

 

（掛金） 

第四十四条 （略） 

２～４ （略） 

５ 特定業種のうち厚生労働大臣が指定するものに係る特定業種退職金共済契

約についての掛金の納付については、共済契約者が電子情報処理組織（機構の

使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下この項において同じ。）と共

済契約者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理

組織をいう。）を使用して、厚生労働省令で定めるところにより、被共済者の

就労の実績を機構に報告することとした場合には、前項に規定する方法に代

えて、厚生労働省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。 

６ （略） 

 

○ 中小企業退職金共済法施行規則（昭和三十四年労働省令第二十三号）（抄） 

（共済契約者証票の交付） 

第七十八条 機構は、特定業種共済契約を締結したときは、遅滞なく、共済契約

者に対し、その者が当該特定業種に係る共済契約者であることを証する証票

（以下「共済契約者証票」という。）を交付しなければならない。 

 

第百四条 共済契約者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅

滞なく、共済契約者証票を提出して、その旨を機構に届け出なければならない。 

２～５ （略） 


